
北海道レクリエーション協会加盟団体規程

第１章 総則

第１条 この規程は、北海道レクリエーション協会規約（以下「規約」という。）第５条第５項の規定に基づき、
加盟団体に関する事項について定める。
第２条 規約第５条第１項第１号に規定する加盟団体（以下「市町村団体」という。）は、別表１に掲げるものとする。
２ 規約第５条第１項第２号に規定する加盟団体（以下「種目別団体」という。）は、別表１に掲げるものとする。
３ 規約第５条第１項第３号に規定する加盟団体（以下「職域団体」という。）は、別表１に掲げるものとする。
４ 規約第５条第１項第４号に規定する加盟団体（以下「領域団体」という。）は、別表１に掲げるものとする。

第２章 組織
第３条 市町村団体は、市町村におけるレクリエーションの総合的総括団体として適する組織を有しなければならない。
２ 前項の団体名は、当該市町村名、又は地域名を冠しなければならない。
第４条 種目別団体は、それぞれの種目別の全道的団体として適する組織を有しなければならない。
第５条 職域団体は、一つの職域におけるレクリエーション活動をする組織を有しなければならない。
第６条 領域団体は、それぞれの領域等における活動団体として適する組織を有しなければならない。

第３章 評議員の選出
第７条 加盟団体は規約第１４条第２項の規定により、各団体から１名の評議員を選出することができる。
２ 加盟団体は評議員を選出した場合には、その団体の代表者から「評議員選出届（様式１）」により会長に届け出なければ
ならない。

第４章 義務
第８条 加盟団体（市町村・種目別・職域・領域）は、毎年４月末までに新年度の事業計画書及び収支予算書に、次の書類を
添えて 会長に届け出なければならない。
（１）会員名簿（様式２）
（２）規約
第９条 加盟団体は、毎年４月末までに前年度の事業報告書及び収支決算書を、会長に届け出なければならない。
第１０条 加盟団体は、会長に対して届け出している評議員及び当該団体の会員（役員及び有資格者等）並びに規約、その他
の書類に変更があった場合には、ただちに書面をもって会長に届け出なければならない。
第１１条 加盟団体は、規約第２３条の規定により、負担金を毎年５月末までに納入しなければならない。
２ 前項に定める負担金は次のとおりとする。
（１）市町村団体 7,000 円
（２）種目別団体 7,000 円
（３）職域団体 10,000円
（４）領域団体 7,000 円
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第５章 加盟及び脱会
第１２条 規約第５条第２項の規定により、北海道レクリエーション協会に加盟しようとする団体は、その代表者から次の書
類を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
（１）加盟申請書（様式３）
（２）事業計画書及び収支予算書
（３）規約
（４）加盟組織又は単位組織一覧
（５）会員名簿（様式２）
第１３条 加盟団体が規約第５条第３項の規定により、休会・復会及び脱会しようとする場合には、その団体の代表者から次
の書類を会長に提出し、理事会の承認を経なければならない。
（１）休会届書（様式４）
（２）復会届書（様式５）
（３）脱会届書（様式６）
第１４条 規約第５条第３項に規定する休会は、原則として２年間とする。
第１５条 加盟団体が規約第５条第３項の規定により脱会したときは、既に納付した負担金等は返還しない。

附則
この規程は、平成６年４月 30日から施行する。
この規程は、平成８年４月 27日から施行し、平成８年４月１日から適用する。
この規程は、平成１６年４月 24日から施行し、平成16年４月１日から適用する。
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